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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年１月２５日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年７月３日 ０４時２０分ごろ 

発生場所 福岡県大川
おおかわ

市筑後
ち く ご

川新田
しんでん

大橋南方沖 

早
はや

津江
つ え

川口
かわくち

西灯台から真方位０３７°２.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°１０.５′ 東経１３０°２１.２′） 

事故の概要 漁船第八己
み

福
ふく

丸は、船首を東方に向けて漂泊中、また、漁船和
かず

宝
ほう

丸

は、下流に向けて南進中、両船が衝突した。 

第八己福丸は、左舷中央部外板の亀裂等を生じ、また、和宝丸は、

船底部外板の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  令和４年７月４日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第八己福丸、４.８５トン 

ＦＯ３－５２４２６、個人所有 

１２.２４ｍ（Lr）×２.２９ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数７０、昭和５５年２月１３日 

Ｂ 漁船 和宝丸、４.７０トン 

 ＦＯ３－５５９１６、福岡有明海漁業協同組合連合会 

   １２.３６ｍ（Lr）×２.５８ｍ×０.９１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４２１kＷ（動力漁船登録票による）、平成 

１１年９月５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ８３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５２年９月２日 

    免許証交付日 令和４年６月２日 

           （令和９年７月２日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ５５歳 

 二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６０年８月８日 

    免許証交付日 令和２年６月４日 

           （令和７年８月７日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 左舷中央部外板に亀裂、主機に濡損（全損） 

Ｂ 船底部外板に擦過傷、プロペラ軸及びプロペラ翼に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

水象：水上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

日出時刻：０５時１４分ごろ 

常用薄明開始時刻：０４時４５分ごろ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、しじみ
．．．

漁の目的で、令和４年７

月３日０３時３０分ごろ法定灯火を表示するとともに前部甲板を照ら

す作業灯を点灯して、福岡県柳川
やながわ

市久間
く ま

田
だ

漁港を出港し、筑後川河口

付近の中央部に築造された導流堤（以下「導流堤」という。）西側の

漁場に向かった。 

 Ａ船は、漁場に到着してしじみ
．．．

漁を行った後、０４時１０分ごろ導

流堤西側を北進し、切れ間から導流堤東側の漁場に移動してクラッチ

を中立とし、船首を東方に向けて漂泊を開始した。 

船長Ａは、Ａ船の左舷中央部付近に立ち、長柄じょれん
．．．．

を使用して

しじみ
．．．

漁を行っていたところ、０４時１５分ごろ右舷方から明るい作

業灯を点灯した漁船（以下「Ｃ船」という。）が上流に向けて北進し

てくるのを認めた。 

 船長Ａは、Ｃ船の動向に意識を向け、Ａ船の船首方をＣ船が通過す

るのを確認していたところ、左舷方から下流に向けて南進するＢ船を

間近に認めて危険を感じ、すぐに操舵室の右舷側に移動して手すりを

握って身構えた直後、０４時２０分ごろＡ船の左舷中央部とＢ船の船

首部とが衝突し、Ｂ船がＡ船に乗り上げるのを認めた。 

 船長Ａは、Ａ船の左舷中央部に生じた亀裂から浸水し始めているこ

とを認め、その後、船長Ｂに促されてＡ船に乗り上げているＢ船に移

乗し、船長Ｂが、下流に向けて南進してきた漁船（以下「Ｄ船」とい

う。）に声を掛けて、Ｂ船を船尾からＤ船に引いてもらい、Ａ船から

引き離すことを試みたが、引き離すことができなかった。 

Ａ船は、その後、Ｂ船がＡ船に乗り上がった状態のまま、僚船等に

より大川市若津
わ か つ

漁港までえい
．．

航され、後日、廃船処理された。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか甲板員２人が乗り組み、くらげ
．．．

漁の目的で、 

０４時１０分ごろ法定灯火を表示して、大川市上新
かみしん

田
でん

漁港を出港し、

有明海の漁場に向かった。 

船長Ｂは、ＧＰＳプロッター及び０.５Ｍレンジとしたレーダーを

ヘッドアップ表示で作動させ、操縦席に腰を掛けて、手動操舵によ

り、徐々に速力を上げて筑後川を下流に向けて南進していたところ、

０４時１５分ごろ船首方に白色の灯りを点灯したＡ船及びＡ船よりも

川下から上流に向けて北進してくる明るい作業灯を点灯したＣ船をそ

れぞれ認めた。 

船長Ｂは、目視で見張りを行い、Ｃ船の動向に意識を向けて、Ｃ船
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と左舷対左舷で行き会うように約１４ノットの対地速力で南進中、突

然、衝撃を感じ、周囲を確認したところ、Ｂ船がＡ船に乗り上がって

いることを認めた。 

船長Ｂは、船長ＡをＢ船に移乗させた後、甲板員に本事故の発生を

海上保安庁に通報させた。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船 参

照） 

 その他の事項  船長Ａは、本事故当日、しじみ
．．．

漁を行っている間、筑後川を下流に

向けて南進してくる漁船が少なく、有明海での漁を終えて同川を上流

に向けて北進する漁船が多かったので、下流の方に意識を向けていた

ところ、明るい作業灯を点灯して接近するＣ船に気を取られ、Ｂ船が

Ａ船の間近に接近するまでＢ船に気付いていなかった。 

船長Ｂは、くらげ
．．．

漁が解禁となった７月１日から有明海で漁を行っ

ており、筑後川を下流に向けて南進する際、漂泊して漁を行っている

漁船を見掛けなかったので、本事故当時、Ａ船が漂泊してしじみ
．．．

漁を

行っているとは思っていなかった。 

船長Ｂは、Ａ船の灯りを認めた際、舷灯を認めず、作業灯である白

い灯りを船尾灯と思い、くらげ
．．．

漁に向かっている同航船と思い込んで

いた。 

船長Ｂは、ふだん導流堤と筑後川東岸の中央付近を南進していた

が、本事故時、Ｃ船と行き会う際の距離を離そうとして、導流堤寄り

を南進していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、筑後川の導流堤の東側において、船首を東方に向けて漂泊

中、船長Ａが、右舷方から上流に向けて北進してくるＣ船の動向に意

識を向けながら漂泊を続けたことから、左舷方から下流に向けて南進

してくるＢ船の接近に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えら

れる。 

 船長Ａは、本事故当時、右舷方から上流に向けて北進する漁船が多

かったことから、右舷方に意識を向けていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、筑後川において、導流堤の東側を下流に向けて南進中、船

長ＢがＡ船を同航船だと思い込み、上流に向けて北進してくるＣ船の

動向に意識を向けながら、目視のみで見張りを行って南進を続けたこ

とから、漂泊中のＡ船に接近していることに気付かず、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。 

 船長Ｂは、本事故発生前の２日間、筑後川で漂泊してしじみ
．．．

漁を 

行っている漁船を見掛けなかったこと、及び船首方にＡ船を認めた
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際、舷灯を認めず、白い灯りを船尾灯と思ったことから、Ａ船を同航

船だと思い込んだものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、導流堤の東側において、Ａ船が船首を東方に向け

て漂泊中、Ｂ船が下流に向けて南進中、船長Ａが、河口側から上流に

向けて北進してくるＣ船の動向に意識を向けながら漂泊を続け、ま

た、船長Ｂが、Ａ船を同航船と思い込み、上流に向けて北進中のＣ船

の動向に意識を向けながら、下流に向けて南進を続けたため、Ａ船と

Ｂ船とが衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、操業中であっても全方位の見張りを行い、接近する船舶

の動向に注意を向け、余裕のある時機に、主機を始動して移動す

るなど、衝突を避けるための措置を採ること。 

・船長は、前路に他の船舶を認めた場合は、レーダーの映像を注意

深く監視するなどして、他の船舶の動向を正しく把握して航行す

ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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新田大橋 

有明海 

筑後川 福岡県 

大川市 

若津漁港 

上新田漁港 

事故発生場所 

（令和４年７月３日 

 ０４時２０分ごろ発生） 

導流堤 

Ｂ船 

柳川市 

久間田漁港 

Ａ船 

漂泊中 

Ｃ船 

早津江川口西灯台 
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写真２ Ｂ船 

船主提供 

船主提供 

写真１ Ａ船 


